
平 成 2 9 年 1 1 月

大臣官房運輸安全監理官

自 動 車 局

旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を

改正する省令案について

１．改正の背景

道路運送法及び貨物自動車運送事業法において、輸送の安全性確保のため、運送事業

者に安全管理規程の設定及び届出、安全統括管理者の選任等を義務付けており、一般乗

用旅客運送事業者、一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者（以下「一

般乗用旅客運送事業者等」という。）については、旅客自動車運送事業運輸規則（昭和3

1年運輸省令第44号。以下「旅客運輸規則」という。）及び貨物自動車運送事業輸送安全

規則（平成２年運輸省令第22号。以下「貨物安全規則」という。）において、300両以上

の事業用車両を保有する者を当該義務付けの対象としている。

平成29年７月に、運輸審議会の答申において、自動車輸送分野における安全管理の取

組みの更なる展開を図ることが必要であるとされた。これを踏まえ、旅客運輸規則及び

貨物安全規則について、一般乗用旅客運送事業者等に係る当該義務付けの対象を拡大す

る旨の改正を行うこととする。

２．改正の概要

（１）旅客運輸規則第47条の２及び貨物安全規則第２条の３の改正

安全管理規程の設定等の義務付けの対象となる一般乗用旅客運送事業者等を、事業

用車両を200両以上保有する者とする旨の改正を行う。

（２）経過措置

（１）により新たに当該義務付けの対象となる一般乗用旅客運送事業者等は、施行

日から３月以内に、安全管理規程の設定の届出及び安全統括管理者の選任の届出をす

るものとする。

３．今後のスケジュール

公 布 平成29年12月下旬

施 行 平成30年４月１日
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安全管理規程の届出等の義務付け対象者について
１

事業の種別 義務付け対象事業者

一般乗用旅客自動車運送事業
一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自
動車を合計200両以上所有している事業者
（現行は300両以上所有している事業者が対象）

一般貨物自動車運送事業
特定貨物自動車運送事業
第二種貨物利用運送事業

左記事業の事業用自動車（被けん引車を除
く。）をそれぞれ200両以上所有している事業
者（現行は300両以上所有している事業者が対象）

貸切バス事業 全ての事業者 （対象拡大）

乗合バス事業
（貸切委託運行の許可を得ているもの）

全ての事業者 （対象拡大）

乗合バス事業
（上記を除くもの）

乗合バス及び特定旅客の事業用自動車を
合計200両以上所有している事業者

特定旅客事業
乗合バス及び特定旅客の事業用自動車を
合計200両以上所有している事業者

※ 同一事業者で複数種類の事業許可を有する場合であって、上記のいずれか一つに該当
するものは、安全管理規程の届出等が義務付けられます。



本件の詳細については、国土交通省（各地方運輸局、沖縄総合事務局）のホームページ
にも掲載しておりますので御覧下さい。その他、運輸安全マネジメントの実施に関して御不明
な点がございましたら、以下の連絡先までお問い合わせ願います。

その他の注意事項について３

安全統括管理者を選任する場合は、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地
位にあって、かつ、運行の安全確保に関する業務、点検・整備の管理に関する業務又は
これらの業務等を管理する業務について、通算して３年以上従事した経験（合算すること
も可能）を有する者等の要件を満たすことが必要です。

安全管理規程や安全統括管理者選任の届出については、主たる事務所を管轄する
運輸支局（輸送担当）に提出して下さい。

安全管理規程の届出等の実施期限について
２

上記の期限日を過ぎても、安全管理規程の届出等を確認できなかった場合は、法令
に基づき、行政処分を受けることがありますので、十分に御注意下さい。

※ 従来からの義務付け対象である一般乗用旅客自動車運送事業者及び貨物自動車運送事業
者等で、既に安全管理規程や安全統括管理者選任の届出を行っている場合は、今般の制度改
正に伴う新たな手続きは不要です。

※ 平成３０年４月１日以降に事業許可を受けて事業を経営しようとする者は、運
行を開始する日までに安全管理規程の届出を行うとともに、遅滞なく安全統括管
理者選任の届出を行わなければなりません。

○安全管理規程の届出

○安全統括管理者選任の届出

【問合せ先】
主たる事務所を管轄する各地方運輸局 自動車交通部 旅客第二課または旅客課、
貨物課、沖縄総合事務局 陸上交通課
主たる事務所を管轄する各運輸支局（輸送担当）

ホームページ http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03management/contact.html




